
指定施設：南行徳デイサービスセンター及び南行徳老人いこいの家
指定管理者：HITOWAケアサービス株式会社

指定期間：平成３１年４月１日～令和４年３月３１日（３年間）

モニタリング結果
年度 点数 評価 評価委員会開催日

指定期間満了に伴うモニタリング

　指定管理者による指定期間全体の管理は、協定書・仕様書に基づき適正に行われている。

　協定書・仕様書に基づき適切に管理が
行われており、第一次評価の手続き及び
評価結果は妥当である。

　協定書・仕様書に基づき適切に管理が
行われており、第一次評価の手続き及び
評価結果は妥当である。

良

令和2年7月9日

令和3年7月7日

令和4年7月20日

講評

指定期間全体（平成３１年４月１日から令和４年３月３１日）に対する２次評価

令和３年度

94

91

92

良

良

令和元年度

令和２年度


